
 

東京急行電鉄株式会社に対する業務監査の実施結果 

項  目 主 な 取 組 み 状 況 等 所         見 所見に対する取り組み状況 

１．運賃等に関する事項 

（１）関係法令、通達に基づく諸手続等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡運輸、乗継割引、企画乗車券等 

  ①連絡運輸 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 東京急行電鉄株式会社（以下「東急」と

いう。）では、平成１７年３月２０日か

ら実施の田園都市線複々線化事業に係

る積立の終了・東横線改良事業化にとも

なう積立開始による運賃変更認可申請

を行っている。 

 

・ 届出については、上記改定に伴う運賃変

更、東京メトロ副都心線開業に係る乗継

割引の設定、企画乗車券の設定等に伴い

届出が行われている。 

 

・ 連絡運輸はＪＲ東日本、東京メトロをは

じめとする主要駅で接続する他社路線

について実施されており、連絡運輸の範

囲については旅客の利用実態を勘案し

設定されている。 

 

 

 

 

 

・ 関係法令、通達に基づき適正に

処理されている。 

 

 

 

 

 

・ 運賃表、関係規定等の備え付

けは現地監査を行った駅にお

いては適正に行われていた。

 

 

・引き続き今後も利用者利便の向

上、需要の喚起に資する商品の

提供が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

・鉄道事業法等の関係法令、通達に基

づく諸手続等については、今後も適

正に実施してまいります。 

 

 

 

 

・お客さまに適切な情報を提供できる

よう、今後も適正に実施してまいり

ます。 

 

 

・引き続き、お客さまの利便性向上に

向けて連絡運輸拡大に努めてまい

ります。また、お客さまからのご要

望や需要の動向を踏まえ、利便性の

向上および需要喚起を図るため、自

社線内に限らず他鉄道事業者とも

協調し、新規企画乗車券の開発・導

入を検討してまいります。 

 



 ②乗継割引 

 

 

 

 

③企画乗車券 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ＩＣカードシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 乗継割引についてＪＲ東日本、東京メト

ロ、京王電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、

小田急電鉄、東京都交通局、横浜高速鉄

道の８社局と実施している。 

 

・ 企画乗車券については、「みなとみらい

チケット」、「東急東京メトロパス」、「東

急お台場パス」などが発売されている。

 

・ 東急では現在、外国人旅客のみを対象と

した企画乗車券の設定はしていない。 

 

 

 

・ カード式乗車券については世田谷線で

平成１４年７月からＩＣカード乗車券

の「せたまる」が導入されている。さら

に平成１９年３月からは首都圏の多く

の鉄道、バス事業者で共通利用すること

ができるＩＣカード乗車券「ＰＡＳＭ

Ｏ」が首都圏の各事業者で導入され、東

急電鉄においても同時期に導入されて

いる。平成１９年度における「ＰＡＳＭ

Ｏ」の利用率は定期が６４．２％、定期

外が５５．８％となっており、ＩＣカー

ドへの切り替えが着実に進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 既存の企画乗車券でも観光需

要の高い地区をフリーエリア

として含んだ企画乗車券もあ

り、外国人旅客にとっても利

便性の高い商品と考えられる

ため、積極的なＰＲ等を通し

て外国人旅客の更なる利便性

向上が期待される。 

 

・ 今後とも、ＩＣカード利用者

の利便性に配慮した取り組み

を検討することが望まれる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外国人旅客に向けた企画乗車券のＰ

Ｒ方法については、ホームページの

多言語化等とともに、積極的なＰＲ

方法について検討してまいります。 

 

 

 

 

 

・１枚のＩＣ定期券でご利用いただけ

る範囲の拡大など、他事業者とも連

携し、充実したサービスが提供でき

るよう、引き続き検討してまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）駅務機器類 

 ①駅務機器の設置基準等 

 

 

 

 

 

 

  ②駅務機器等故障時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）運賃の誤表示、誤収受 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 自動券売機、自動改札機等の駅務機器類

の設置については最混雑時の利用人員

や旅客誘導等を勘案した社内的な基準

に基づいて設置台数が決定され、現地監

査を行った各駅において適正な場所の

選択が行われていた。 

 

・ 平成１９年１０月に首都圏において改

札機のトラブルが発生し、このことを受

け、東急においては、駅務機器類のトラ

ブルが発生した場合、各駅から東急の駅

務システム管理センターへ連絡が入り、

同センターが情報を集約、整理して（株）

パスモやトラブルを起こした機器のメ

ーカー等の関係各所へ連絡が入る体制

が整備された。 

 

・ 東急では平成１２年、平成１３年の国か

らの通達を受け、「運賃改定時作業マニ

ュアル」を作成し、運賃表の作成、駅務

機器の設定、改修の際に関係者が遵守す

べき事項を定めるとともに万一、誤表示

等が発生した場合の対応方法を定め関

係者に対して周知徹底を行っている。ま

た、新たに発生した誤表示等の再発防止

のためにマニュアルの作成や改定をし、

対応を図っているが、最近３カ年におい

 

・ 情報を駅務システム管理セン

ターで一括管理することで情

報の錯綜を防ぎ、早急な対応

が求められる故障発生時の対

応に資する体制となっている

と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 誤表示等が発生した際の徹底

した対応については評価がで

きる。運賃料金の正確な収受

は運賃制度を適正に運用する

ための基本的事項であるた

め、今後も運賃等の誤収受等

が発生しないように積極的な

取り組みが望まれる。 

 

 

 

・自動券売機等に異常が発生した場合

には、駅務システム管理センターに

情報を集約することで、迅速な対応

が行えるよう、引き続き取り組んで

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運賃誤表示の再発防止に向け、掲出

用の運賃表は全て社内マニュアル

に則り本社、駅でチェックする体制

としております。また、運賃表確認

手順および確認者の明確化等、当該

マニュアルを改善しております。 

・機器による運賃誤収受の発生事例を

受け、出改札システムの開発にかか

わる業務を行う専門の部門に業務

を集約することにより、社内体制の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）その他 

①偽造紙幣に対する対応 

 

 

 

 

 

 

②無料乗車証の取扱について 

 

 

 

 

 

 

て５件の誤表示等が発生している。 

 

・ 東急ではいずれの誤表示等について、駅

へのポスターの掲示、過払いのあった利

用者に対しては申告に応じて返金する

措置を講じるとともに、それぞれ再発防

止のための対策（チェック体制の強化、

規定の改定、誤発売対策ＰＴの立ち上げ

等）を講じて再発防止を図っている。ま

た改定された規定等を係員が理解して

いるかの確認を個別に行っている。 

 

 

・ 東急では偽造紙幣が発見された際の対

応は警察に通報するとともに「輸送障害

以外における緊急時の報告及び対応」に

より対応し、偽造紙幣が発見されたら駅

長から本社へと連絡される体制が整え

られている。 

 

・ 東急では、職務乗車証、家族乗車証、通

学乗車証、特別乗車証（全線、区間、切

符式）、株主優待乗車証、永年勤続優待

乗車証があり、多くが福利厚生の一環と

して設けられているものであり、不正使

用等はこれまでに特に発生していない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強化、信頼性の向上を図ってまいり

ました。また、他の鉄道事業者や機

器メーカーと協力して、機器導入、

改修時の確認、検証を徹底してまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．情報提供に関する事項 

   

 

 

 

 

・ 東急においてはホームページにおいて

財務等に関する情報、運賃に関する情

報、安全・サービスに関する情報（駅構

内設備、沿線情報）の提供を行っている

ほか、毎月広報誌の「ＨＯＴほっとＴＯ

ＫＹＵ」を無料配布している。 

 

・列車の運行情報はホームページで提供され

ており、本年の５月２７日より自社線内で

列車遅延や運転見合わせが発生した際に

あらかじめ登録された利用者の携帯電話

に運行情報が配信される「東急線運行情報

メール」を開始している。 

 

・ 「東急線運行情報メール」サ

ービスは利用者にとっては必

要な情報をリアルタイムに得

ることが可能になり、情報提

供の取り組みとして評価でき

る。今後とも利用者に対する

各種情報の提供を積極的に行

うことが期待される。 

 

・情報提供については、お客さまの必

要とする情報の把握に努め、引き続

き、当社広報誌やホームページを活

用し、積極的に各種情報を即時に提

供できるよう取り組んでまいりま

す。 

３．案内情報（旅客案内）に関する事項 

 

 

 

・ 案内サインについては、「駅旅客案内掲

示基準」を作成し、移動円滑化整備ガイ

ドラインに準拠している。一部の駅につ

いては、旧タイプの表示であるが、順次

更新することとしている。 

・ 今後、東京メトロ副都心線と

の相互直通運転も予定されて

おり、利用者へのニーズに応

じた更なる案内情報への取り

組みが期待される。 

・相互直通運転範囲の拡大や、運行系

統の複雑化に備え、わかりやすい表

示内容について、関係する事業者と

具体的取り組みを検討してまいり

ます。 

４．バリアフリー対策に関する事項 

（１）バリアフリー化の取り組み 

 

 

 

 

 

 

・ 東急では、基本方針の趣旨を踏まえ、原

則として平成２２年までに、１日当たり

の平均利用者数が５千人以上の駅（９６

駅）について、エレベーター等による段

差解消を進めることとしている。 

 

 

・ 現地監査を行った緑が丘駅

は、段差解消が図られていな

いものの、現在、駅改良工事

を行っており、駅構内を盛土

構造から高架橋構造とし、自

由通路及び歩行者スペースを

 

・平成２０年度は、田園都市線渋谷駅、

高津駅の整備を完了し、整備率も全

体で９７％と積極的に取り組んで

おります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

（２）バリアフリー設備の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 東急における１日当たりの平均利用者

数が５千人以上の駅９７駅中、バリアフ

リー新法による移動円滑化基準に適合

した段差解消が図られている駅は、平成

１９年度末現在で９３駅（整備率９

６％）となっている。 

 

 

 

 

・ 残る４駅のうち、高津駅は今年度中に段

差解消が図られる予定となっている。ま

た、トイレについては１日あたり利用者

数が５千人以上の８７駅（軌道駅除く）

のうち、７８駅に設置されている。その

うち、移動円滑化基準に適合しているト

イレが設置されている駅は、７１駅（整

備率は９１％）あり、整備の着実な進捗

がうかがえる。 

 

・ ホームドアについては、目黒線全線にお

いて東京メトロ南北線、都営地下鉄三田

確保するとともにバリアフリ

ー化されることになってい

る。一定の制約のある立地条

件の中でのバリアフリー化の

取り組みとして評価できる。

 

・今後は、整備する上で用地上の

制約がある駅のバリアフリー化

や多機能トイレの設置などの課

題があるが、移動円滑化基準適

合に向け、バリアフリー法にお

ける鉄道事業者の責務を踏ま

え、地元自治体の協力を得つつ、

着実なバリアフリー化を推進す

ることが求められる。 

 

・ 鉄軌道駅全体の平均値と比べ

ると高い水準であり、前回の

業務監査以降の期間も含め、

これまでの積極的な取り組み

が認められる。 

 

 

 

 

 

・ホームドア及び可動式ホーム柵

の整備については、視覚障害者

 

 

 

 

 

 

・引き続き、未整備となっている駅に

ついては、平成２２年までの完成を

目標に、積極的に整備を進めてまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

・引き続き、移動円滑化基準に適合し

たトイレが未整備となっている駅

については、新設および改修できる

よう努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

・ホームドアの設置は、プラットホー

ムからの転落防止対策に効果があ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ハンドル型電動車いすの対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線との相互直通運転に合わせて可動式

ホーム柵を整備済みである。池上線で

は、可動式ではないが、センサー付のホ

ーム柵を整備済みである。また、これ以

外の線への導入について検討はしてい

るが、今のところ具体的な導入計画はな

いとのことである。 

 

 

 

・ ハンドル形電動車いすについては、改札

口が限定されるなど条件付きであるが

可能な駅も含め８８駅で利用可能とな

っており、利用可能駅については交通エ

コロジー・モビリティ財団の「らくらく

おでかけネット」において情報提供がな

されている。 

 

・ こどもの国線各駅及び世田谷線各駅に

ついては事前の連絡が必要であるが、実

際に申し出があった際は、乗車駅と降車

駅との間で連絡を取り合い、対応してい

るとのことである。 

 

・ 車両については、全車両について対応が

可能となっている。 

 

 

の方々をはじめとした全ての利

用者の転落防止に効果があるこ

とから、安全・安心に利用でき

る鉄道駅の実現を図る観点から

も、これらの取り組みは評価で

きる。 

 今後も、プラットホームからの

転落防止のための措置の拡充が

望まれる。 

 

・今後も利用可能駅の拡大やホー

ムページ上での案内展開を行う

ことが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ると考えており、未設置路線への導

入を引き続き検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ハンドル型電動車いすについては、

今後も利用可能駅の拡大に努めて

まいります。また、お客さまへ積極

的なご案内を行うため、利用可能駅

等についてホームページ上でも周

知しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）ソフト面での対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．外国人観光旅客等への対応に関する事

項 

 

 

 

 

 

・ 東急では、移動制約者対応への教育とし

て、サービス介助士２級の資格を取得さ

せており、駅係員の約９割が取得してい

るとのことである。また、心のバリアフ

リーの意識の啓発については、教育委員

会や地元自治体から依頼があった場合

は講演に出向いているとのことであり、

また、早くから全駅に筆談器を整備して

いる。 

 

 

 

・ 東急では、外国人観光旅客等への対応に

ついては、主要駅においては改札口脇の

カウンターの係員により対応をしてい

る。駅施設については、案内表示板は英

語併記を基本としつつ、乗車券売り場、

精算所、トイレについては４カ国表記

（日本語、英語、中国語、韓国語）とな

っている。 

 

・ 車両の客室内における自動放送・車内表

示については、各線一部車両で英語の放

送と表示を行なっている。 

 

・ 外国人観光旅客対応のためのマニュア

ルや職員研修は特に行われておらず、ホ

ームページも現時点では外国語による

・ バリアフリー施設の整備に伴

い、高齢者、障害者等の外出

機会が増加する中で、駅構内

等での人の手助けの重要性は

増大しているところである。

東急では、バリアフリーに関

する社員教育については、積

極的な取組みが図られており

評価できる。引き続きバリア

フリー化に関する取組みを推

進することが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「JNTO 訪日外国客実態調査」

によれば、起点や終点駅の渋

谷や横浜は外国人の訪問先や

・引き続き、サービス介助士の養成を

推進し、駅係員へのバリアフリーに

関する教育を実施してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外国人観光客への情報提供ならびに

サービス向上を目指し、ホームペー

ジ上の路線図、きっぷの購入方法、



情報提供は行われていない。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 駅に掲示してある運賃表について東急

自社内の運賃表には駅名に英語表記が

あり、自動券売機も英語版の画面に切り

替えることが可能となっており、東急線

内のみを利用する外国人旅客に対して

は特に問題のない設備となっている。し

かし、他社線との連絡運賃表や運賃表に

記載してある企画乗車券等の旅客に対

する案内については英語表記がない状

況であった。 

 

友人に薦めたい場所として挙

げられており、今後、英語版

のホームページの作成、連絡

運輸運賃表の英語表記、外国

人向けの企画商品の開発など

の取り組みを推進することが

求められる。 

 

・ 自動券売機では英語版に切り

替えた上で連絡乗車券や企画

乗車券の購入が可能となって

いるので、連絡運賃表やその

他の案内においても外国人旅

客の利便性向上に資するよう

英語表記を追加する等の検討

が求められる。 

 

企画乗車券のご案内等を４カ国語

対応といたしました。 

 

 

 

 

 

 

・外国人旅客の利便性向上を目指し、

ご案内方法について引き続き検討

してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

６．乗り継ぎ利便等に関する事項 

（１）相互直通運転の実施状況等 

 

 

 

 

 

 

 

・ 東急は、田園都市線において東京地下鉄

半蔵門線及び東武伊勢崎線との３社に

わたる相互直通運転を実施しているほ

か、東横線においては、中目黒接続で東

京地下鉄日比谷線と、横浜接続で横浜高

速鉄道みなとみらい線と相互直通運転

を実施している。目黒線においては、東

 

・ 利用者利便向上のためのネッ

トワーク充実に向けた取り組

みについては、大いに評価す

べき点である。 

 

 

 

 

・相互直通範囲の拡大により、運行系

統が複雑化していることから、引き

続き利用しやすい鉄道を目指して

まいります。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）乗換改札口の改良等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京地下鉄南北線、埼玉高速鉄道線及び都

営地下鉄三田線と相互直通運転を実施

している。 

 

・ 今後は、東横線において、東京地下鉄副

都心線と同線に接続する東武鉄道・西武

鉄道との直通運転を、東横線及び目黒線

において、相模鉄道との直通運転を実施

する計画である。 

 

 

 

 

 

・ 東急では、平成２０年３月に横浜市営地

下鉄グリーンラインの開業に伴い、日吉

駅に乗換改札口を新設している。また、

同年、６月に東京地下鉄副都心線の開業

に伴い、副都心線渋谷駅と田園都市線渋

谷駅との間に連絡通路を新設している。

 

・ 当該通路において、新たな取り組みとし

て、大型の電照式の表示を壁面や柱に取

り入れ、文字をできるだけ少なくし、色

やサインでの表示を中心に効率的なス

タイルとなっている。 

 

 

 

 

 

 

・ 今後、東京地下鉄副都心線と

の相互直通運転など控えてい

るが、ネットワーク拡大によ

り遅延等が発生するリスクが

高まるので、実施にあたって

は、運行トラブル等が起きな

いよう、十分に関係者との調

整や訓練等を実施することが

望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 実験中の取り組みとのことだ

が、利用者からの反応は好評

とのことであり、案内表示の

先進的な取り組みとして期待

される。 

 

 

 

 

 

 

・東京地下鉄副都心線との相互直通運

転については、乗り入れ先が複数路

線にまたがることから、相互直通先

の事業者間で会議体を立ち上げ、東

京メトロ副都心線開業時に発生し

たトラブル情報等を共有し、異常時

における対策等の検討を定期的に

行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き、お客さまからのご意見、

ご要望等を踏まえ、利用者にわかり

やすいサインの導入について検討

を行ってまいります。 

 

 

 



（３）ダイヤ調整 

 

 

 

・ ダイヤ改正にあたり、相互直通運転を実

施している東京地下鉄、横浜高速鉄道、

埼玉高速鉄道及び東京都交通局とダイ

ヤの調整を行っている。また、東急バス

との間においてもダイヤ調整を実施し

ている。 

 

・ 自社線内の異なる路線間と、溝の口や菊

名接続のＪＲ東日本等の終電車におい

て、自社又は他社線の終電車に遅延が発

生した場合は、接続調整を行っている。

 

・ 引き続き、利用者利便に資す

るよう他の鉄道事業者とも連

携しつつ、ダイヤ調整等に取

り組むことが望まれる。 

 

・引き続き、お客さまからのご意見、

ご要望等を踏まえ、相互直通運転を

実施している他社と連携し、お客さ

まにご利用しやすいダイヤを検討

してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

７．輸送障害時の旅客対応に関する事項 

（１）輸送障害の発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 輸送障害等は、１９年度には４０件発生

している。人身事故におけるものが２２

件であり、その他、車両故障や踏切支障

が３件ずつとなっている。車両故障にお

ける原因が昨年より１９件減と大幅な

減少となっている。 

 

 

 

 

・ 監査当日のＨ２０.１２．４において、

信号故障により田園都市線が全線の運

転見合わせ、９０本の運休を行った。 

・  

 

・ 輸送障害については、減少傾

向にあるが、一方、数分程度

の遅延については、恒常的な

発生が見受けられる。ダイヤ

改正やラッシュ時における急

行運転の取りやめ、延伸工事

など、改善に向けた取り組み

は評価できるものの、引き続

き、遅延対策等が求められる。

 

 

 

 

 

 

・相互直通運転を実施している他社と

連携して、田園都市線では、朝ラッ

シュのピーク時間帯前後への列車

増発や、乗降促進を図るため６ド

ア・座席格納車両を１編成に３両導

入するなど、引き続き対策を行って

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 



（２）輸送障害等発生時の体制等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）利用者等への情報提供等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）振替輸送等 

 

 

 

 

・ 輸送障害等が発生した場合の対応方法

等については、「事故発生時の対応方」

に基づき対処することとし、役員や駅係

員等を招集し対応にあたっている。 

 

・ 輸送障害等が発生した場合は、運輸司令

所から、列車無線、旅客情報装置等によ

り乗務員や駅係員へ情報提供が行われ

ている。 

 

・ 運輸司令所からは各駅のＬＥＤ表示器

へ運転状況や振替輸送情報を配信し最

新の情報が提供されている。また、構内

放送や告知板、全駅の改札口付近に設置

してあるＬＥＤ表示器により情報提供

がされている。 

 

・ 列車内においては、車内放送のほか、新

型車両では、ＬＥＤ表示器等をドア付近

に導入し、情報提供を図っている。 

 

 

 

・ 振替輸送については輸送障害が発生後、

速やかに行うこととしている。振替輸送

の承認後、運輸司令所より、列車無線、

旅客情報装置や各駅のＬＥＤ表示器に

より情報が提供されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 利用者への情報提供は確実に

行われているものの、今後も

引き続き、利用者の立場に立

ったより良い情報提供のあり

方が求められる。 

 

・ 今後は、遅延情報だけでなく、

他ルートへの振替に関する情

報についてもより良い提供の

あり方が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用者への情報提供については、お

客さまのご意見、ご要望等を参考に

して、引き続き、適切な情報を提供

できるよう努めてまいります。 

 

 

・振替輸送の経路については、駅係員

や車内放送にてご案内を行ってい

るが、各駅のＬＥＤ表示器や車内表

示器等における情報提供について

も検討を行ってまいります。 



 

（５）遅延証明 

 

 

 

 

 

（６）輸送障害時に対応した教育・訓練 

 

 

・ 遅延が発生した場合には、ホームページ

上において、５分以上の遅延発生時に発

行を行っており、また、駅改札付近にお

いても駅係員により手渡しにて発行し

ている。 

 

・ 運転事故総合訓練を年１回会社全体で、

関係部署間の連絡体制の確認や、乗客へ

の避難誘導訓練等を行っている。また、

管区単位では、年２回事故を想定した異

常時運転取扱訓練を実施している。さら

に、消防や警察、自治体と合同で訓練を

実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

・今後とも輸送障害発生時に安全

で迅速かつ的確な対応が行える

よう、引き続き年間を通して、

計画的に教育・訓練を実施する

ことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

・訓練時における問題点を踏まえ、各

種マニュアル等の見直しを図りな

がら、更なる危機管理体制の確立を

図ってまいります。 

 

 

 

８．災害時等の旅客対応に関する事項 

 

・ ７（６）同様、教育・訓練を実施してい

るほか、夏季輸送安全総点検、年末年始

輸送安全総点検実施時に異常気象時運

転取扱規程に定められた災害発生時の

対応訓練を行っている。また、年に１回

連絡体制や復旧作業等についての訓練

として情報伝達訓練を実施している。 

 

・ 東急では、平成１９年１１月より社内イ

ンフラを活用してヒヤリハットなど気

付いた点があればささいなことでも報

告するよう取り組んでいる。 

 

 

 

 

 



９．利用者からの意見等に関する事項 ・ 電話、メール等による利用者からの意

見・要望等は、１９年度は約２０１千件

と昨年より約１３千件の減少となって

いる。減少の要因としては、運賃などの

問合せ件数が大幅に減少していること

がある。一方で、苦情等の意見・要望に

ついては横ばいの状況である。内容とし

ては、遅延や昇降機の設置、接遇などの

要望が多く寄せられているところであ

る。 

 

・ 利用者からの意見等については、電話・

手紙・ホームページにより意見等を受付

けている。寄せられた意見等について

は、月ごとに役員等へ報告されるほか、

ＣＳＲ経営会議においてＣＳ推進にむ

けた問題意識等を確認している。また、

データベース化により集計・分析され、

社員全員が閲覧可能となっている。その

他、駅長会議において情報の共有化の実

施や駅には関係する意見が本社より毎

日送付されている。 

 

・ ４００人からなる「東急電車モニター」

の取り組みを実施し、定期的にモニター

との意見交換の実施し、利用者ニーズの

把握や新たな施策展開に役立てている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 利用者からの意見等について

は、モニター制度の導入など

により、利用者のニーズをく

み上げる努力は評価すべき点

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お客さまとの理解を深め、より良い

サービスを提供するため、モニター

制度等を十分に活用し、ご意見や満

足度を定期的に把握することによ

り、施策に反映させることで、引き



 

 

 

 

 

 

 

・ 東急では世田谷線や東急多摩川線にお

いて、各路線の利用者と協力して、路線

毎の独自の鉄道サービスやその他路線

毎の特色を生かした取り組みを行って

いる。 

 

 また、沿線の特色を生かし

た取組みについては、利用者

のニーズをくみ上げるだけで

なく、地域との共生を図ろう

としている努力は評価すべき

点がある。 

 

・ 引き続き、これらのような取

り組みを推進することが望ま

れる。 

 

続き快適なサービスの提供に努め

てまいります。 

 

 

 

 

 

・お客さまからのご意見等を踏まえつ

つ、路線毎の特色を生かしたサービ

スが他路線においても提供できる

よう、引き続き検討してまいりま

す。 

 

 

１０．駅員の接遇等に関する事項 

（１）移動制約者対応への教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）駅係員の教育等 

 

 

・ 移動制約者への対応については「接客手

順書」を作成し、対応を行っている。ま

た、教育等については、駅員に対し、「サ

ービス介助士」の資格取得を推進してお

り、平成２０年１１月現在では、約９

２％の取得率となっている。さらに、資

格取得者に対しての研修を行うなどさ

らなる接客サービス向上に努めている。

 

 

・ 駅係員の育成等については、駅務機器等

の設備が整っている「育成センター」に

 

・ 「サービス介助士」について

は、新入社員を考慮するとほ

ぼ全員が取得している状況で

あり、サービス向上への取り

組みについて大いに評価でき

る。 

・ 引き続き、駅員の接遇等に関

する取り組みを推進すること

が望まれる。 

 

 

 

 

・引き続きサービス介助士の養成を推

進し、ソフト面でのサービス強化を

図ります。また、係員の知識、技能

の更なるレベルアップを目指し、教

習カリキュラムの追加、変更等によ

り教育研修内容の充実を図ってま

いります。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）業務委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいて新入社員に教育を行っているほ

か、助役就任時にも３ヶ月間の研修を行

っている。また、年１回の接客サービス

選手権の実施や年２回のサービス競技

会を実施、また、社内表彰制度を設ける

など、サービス向上に努めている。 

 

・ 東急電鉄では、平成１３年４月より「サ

ービスアップ１０９」を実施し、係員と

監督者によるロールプレイング形式の

訓練を実施するなど接客サービス向上

に取り組んでいる。 

 

・ 平成１４年８月から５路線３６駅にお

いて子会社の東急レールウェイサービ

スに運転取扱等を除く一部業務委託を

行っている。 

 

 

 

 

・ 東急レールウェイサービスの職員に対

する研修は、東急の職員と一体的に実施

し、サービス向上に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 駅業務の外部委託については

経営効率化等の観点から実施

されているが、旅客の安全や

利便性の確保に留意されてい

るが、引き続き、これらの点

で水準が低下することないよ

う望まれる。 

 

・ 現在の研修体制に特段の問題

は見受けられないが、今後も

教育体制には遺漏がないよう

検討することが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東急レールウェイサービスの職員に

対しては、引き続き、業務情報の共

有を図るとともに、サービス水準の

定期的なチェックを行ってまいり

ます。 

 

 

 

・東急レールウェイサービス職員への

教育・訓練は、当社職員と同様の教

育専門部署において一体的に実施

しております。今後もフォローアッ

プ教育の充実等により、サービス水

準の向上に努めてまいります。 

 



（４）暴力行為への対応、迷惑行為等への

対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．その他のサービスに関する事項 

（１）携帯電話及び優先席の取扱い 

 

 

 

 

（２）健康増進法への対応 

 

 

 

 

（３）ベビーカーの対応 

 

 

 

 

・ 暴力行為は、平成１９年に駅員が乗客か

ら受けた暴力は１５件であり、平成２０

年では、７件増の２２件が発生し、４

７％の増加である。旅客への対応方とし

て「お客様応対ハンドブック」「初期対

応の手引き」を定めている。 

 

・ 日頃から意見交換等を行い警察とも連

携の強化を図っているほか、警察ＯＢを

嘱託職員として採用し、対応策等の教

育・訓練を実施している。 

 

 

・ 携帯電話及び優先席の取扱いについて

は、車内放送の実施やつり皮を黄色に色

別に分け、ステッカーを窓・床等に貼付

し、啓蒙活動を行っている。 

 

・ 平成１５年５月より駅構内における終

日禁煙を実施し、禁煙ステッカー等によ

り周知を図っている。 

 

 

・ 取扱いについては、他の乗客の迷惑とな

らないよう自己責任においての使用を

認めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ベビーカーの利用について

は、案内・周知等を徹底する

よう検討が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ベビーカーの利用については、お客

さまより寄せられたご意見、ご要望

等を参考として、駅ポスターにて、

案内・周知を図ってまいります。 

 



 

 

 

（４）女性専用車両等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）プラットホームからの転落防止策 

 

 

（６）その他 

①混雑・遅延対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ポスターを掲出し、乗車マナーについて

周知を図っている。 

 

・ 女性専用車両については、平成１７年４

月より、田園都市線の朝の通勤時間帯

に、同年７月に東横線に朝・夕の通勤時

間帯に導入されている。 

 

・ ＡＥＤについては、平成１８年４月より

導入を進め、管理者所在駅２４駅に設置

されている。取扱いについては駅係員に

対して定期的に訓練を行っている。 

 

・ 列車非常停止装置については、９８駅す

べてに設置済みである。 

 

 

・ 田園都市線等の混雑や恒常的な遅延に

対して、「混雑緩和対策検討委員会」や

混雑感を軽減した６ドア・座席格納車両

を増備するとともに、二子玉川～渋谷間

においては、混雑を平準化する目的とし

て各駅に停車する「準急」の導入を平成

１９年４月より行っている。また、渋谷

駅では、駅係員を増やすことにより遅延

防止に対して効果を挙げているところ

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 混雑緩和対策の積極的な対策

を行っていることは評価すべ

き点である。しかし、依然、

田園都市線は首都圏で混雑率

が最も高い路線の一つであ

り、また恒常的な遅延が発生

している路線でもある。今後

は、混雑緩和対策について積

極的に情報開示を行い、利用

者に混雑緩和対策への理解を

得るようなＰＲに努めるとと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・田園都市線の混雑緩和策として、大

井町線が溝の口まで延伸するにあ

たり、お客さまへ利便性の向上につ

いて積極的なＰＲを検討してまい

ります。また、引き続き田園都市線

に６ドア・座席格納車両を導入する

ことで、混雑感の緩和および遅延抑

止に努めてまいります。また、オフ

ピーク通勤などお客さまのご協力

もいただけるよう、駅ごとに混雑し

ている時間帯をホームページやポ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ＩＣ専用自動改札機について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 大井町線については、『大井町線改良・

田園都市線複々線化工事』により、大井

町～二子玉川間の急行運転を昨年３月

から開始するとともに、今年７月に大井

町線を溝の口まで延伸し、大井町～溝の

口間で急行運転を開始予定である。 

 

・ 目黒線については、『目黒線改良・東横

線複々線化工事』により、昨年６月に目

黒線を日吉駅までの延伸を行うなど、各

路線において様々な混雑・遅延緩和対策

に取組んでいるところである。 

 

・ 東急では、ＩＣカードの利用率が約８割

となっており、順次ＩＣ専用自動改札機

に切り替えを行っている。現在、自動改

札機のうち、約４割がＩＣ専用改札機と

なっており、異なる色や表示により区別

できるようにしている。 

もに、利用者利便を損なわぬ

よう引き続き、状況に応じて

所要の対策を講じることが求

められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 今後ともＩＣ専用自動改札機

を増やすにあたっては、利用

者の利便性を損なわないよう

検討することが望まれる。 

 

スターでお知らせするなど、ＰＲ活

動に努めるとともに、オフピーク通

勤に関する社会実験などの取り組

みを積極的に進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後の導入にあたっては、各駅にお

いてお客さまの流動状況を注視す

るとともに、お客さまから寄せられ

たご意見、ご要望等を参考としなが

ら、検討を行ってまいります。 


